
物価高騰対策の一環として、相模原市立小学校等の学校給食費を、 

令和６年１月から３月喫食分について、時限的に無償化することとしました。 

市立小学校及び義務教育学校（前期課程）に通学している児童 

中学校、義務教育学校（後期課程）については、通常どおり給食費が必要となります。

給食費の無償化については、令和６年１月から３月喫食分のみ実施する時限的な対応となりま

すので、無償化以前の期間に未納がある場合は、引き続き納付をお願いいたします。 

相模原市内小学校、義務教育学校（前期課程） 

の保護者の方にお知らせ！ 

対象者 

令和６年１月～３月喫食分（第８期、第９期） 

令和６年２月２９日（木）、４月１日（月）は引き落としがありません。

学校給食費の時限的な無償化に伴い、食物アレルギーなどにより学校給食を食べることができず、 

お弁当を持参する児童の保護者に、給食費相当額を支給します。 

対象期間 

食物アレルギーや宗教上の理由などにより、お弁当などを 

持参している児童の保護者 
対象者 

令和６年１月～３月喫食分 対象期間 

提供を受けていない給食費相当額（上限額は１３，８００円） 

〇「１食あたりの単価」×「提供を受けていない給食の回数」＝「支給額」 

〇支給額は学校長に申し出ている給食の喫食状況により積算をします。 

支給額 

申請書（対象児童１名につき１枚）を学校給食課に郵送で提出 申請方法 

令和６年２月１６日（金） ※消印有効 提出期限 

１１月の喫食状況から、本制度の対象となる可能性が高い方に 

対しては、学校を通じて個別に申請書をお送りしております。 

相模原市ＨＰはこちら 



 

 

 

 

 

 

各振替日の前日までには口座の確認・入金等をお願いします。 

 

中学校・義務教育学校後期課程（デリバリー校以外） ５，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月分の口座振替予定日は２月２９日（木）です。 

※アレルギー、長期欠席、学級閉鎖、災害等により給食を食べなかった場合は、減額する場合があります。 

※小学校・義務教育学校前期課程は口座振替の実施はありません。 

 

 

🍅日  時 令和６年３月２日（土）９：３０～１２：００、３月２０日（祝）９：30～１３：００ 

🍅会  場 ウェルネスさがみはら ３階 調理実習室 （相模原市中央区富士見６－１－１） 

🍅対  象 市内在住か在勤で小・中学生の子を持つ保護者 

       ※保護者のみでのご参加、 

小・中学生の子との親子でのご参加いずれもＯＫ!! 

🍅申込み 市コールセンター（☎０４２－７７０－７７７７）へ 

🍅その他 原則、両日参加をお願いします。 

🍅問合せ 学校給食課 給食運営改善班（☎０４２－７６９－１３９２） 

相模原市内小中学校、義務教育学校の保護者の方にお知らせ！ 

相模原市内中学校（デリバリー給食実施校を除く）、 

義務教育学校（後期課程）の保護者の方にお知らせ！ 

栄養士と一緒に 

考えてみませんか？ 

 


